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情 報
板示掲

■日時　9 月 29 日㈬・30 日㈭
　　　　午後５時～午後７時
■場所　三戸町役場１階　税務課
・税金は、納期限を過ぎると、法令に基づき督促手
　数料や延滞金が課せられる場合があります。未納
　のままにしておくと、差し押さえなどの滞納処分
　を受けることがありますので、納税が困難なとき
　はお早めにご相談ください。

納税相談・収納業務の時間延長税金
三戸町役場 税務課 ☎ 20-1118問

　町税は口座振替（通帳自動引き落とし）ができます。
希望する人は、三戸町役場税務課または各金融機関窓
口へお問い合わせください。
■手続きに必要な物　通帳、お届けの印鑑
※今年度の固定資産税は、1,012 件が口座振替により
　納税されました。（令和 3 年 5 月末）

便利な振替納税をしましょう

9月30日㈭は固定資産税3期・国民健康保険
税3期の納期限です。期限内の納付にご協力ください。

令和 3 年度三戸町敬老会
中止のお知らせ

お

三戸町役場 健康推進課 ☎ 20-1153問

　令和 3 年度の三戸町敬老会は、対象となる皆さま
の新型コロナウイルス感染予防のため、中止とさせ
ていただきます。
　なお、今年度対象となる皆さまには、町からの祝
意を表して敬老対象者名簿と記念タオルを贈呈いた
します（9 月下旬頃を予定）。
　ご理解のほどよろしくお願いいたします。
■対象者　昭和 22 年 12 月 31 日以前に生まれた人

知らせ

令和 3 年度三戸町戦没者追悼式
を実施します

お

三戸町役場 住民福祉課 ☎ 20-1151問

　例年 5 月下旬に開催していた三戸町戦没者追悼式
は、消毒・検温・ソーシャルディスタンスなど新型
コロナウイルスの感染防止対策を徹底し、下記の日
程で実施することになりました。
■日時　9 月 16 日㈭　午前 11 時～
■場所　ジョイワーク三戸

知らせ

　県では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
1 年以上にわたり幅広い業種において極めて厳しい経
営環境が続いていることから、事業継続に意欲的に取
り組む県内中小企業者などに支援金を募集します。
■支援金額
　1 事業者あたり（定額：1 回限り）
　法人は 60 万円、個人事業主は 30 万円
■対 象 者
　県内に事業所を有する大企業以外の法人および個人
事業主（製造、卸売業、建設、農林、漁業、宿泊サー
ビス、医療・福祉など幅広い業種）
■支給要件
　以下、3 つの要件を全て満たしていること
①事業収入に伴う税の申告をしておりかつ新型コロナ
　ウイルス感染症の影響により、2021 年 1 月から 6 月
　までの間で連続する 2 カ月（農林、漁業は連続する
　3 カ月）の合計事業収入が前年または前々年のいず
　れかの同期比で 30% 減少していること。
②現在、事業活動を行っているとともに、今後も事業
　活動を行う意思があること。
③基準年（2019 年または 2020 年）における年間の
　事業収入が法人 60 万円以上、個人事業主 30 万円
　以上であること。
■申請締切
　10 月 31 日㈰　※当日消印有効
■受付時間
　平日：午前 9 時～午後 5 時
　（10 月 30 日㈯・31 日㈰も受付）
　申請書様式のダウンロードや詳細は、ホームページ

（https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/
jigyokeizoku_shienkin.html）をご覧ください。

青森県中小企業者等事業継続支援金
青森県中小企業者等事業継続支援金電話相談窓口 

☎ 0120-740-361
問

お知らせ

■構成市町村　八戸市、三戸町、五戸町、田子町、
　　　　　　　南部町、階上町、新郷村、おいらせ町
①介護認定審査会とは
　介護保険制度における要介護・要支援認定の審査判定
を行います。医療・保健・福祉の学識経験者からなる審
査会において、公平公正な審査判定を行っています。
②審査事務の流れ
　介護保険サービスを必要とする人が、市町村に要
介護認定の申請を行います。市町村は介護認定審査
会へ審査判定の依頼をし、依頼を受けた審査会は、
どの程度の介護や支援が必要かを判断するための審
査を行い、要介護度（介護や支援が必要な度合い）
を決めます。この判定結果に基づき、市町村が要介
護認定を行います。令和 2 年度の三戸町の審査件数
は 312 件でした。

八戸地域広域市町村圏事務組合の
介護認定審査会について

お

広域事務局介護認定審査課 ☎ 0178-32-7211問

知らせ
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保険税・保険料の減免のお知らせお

三戸町役場 健康推進課 ☎ 20-1153
三戸町役場 税務課 ☎ 20-1118

問

　新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯内
の主たる生計維持者の収入が一定以上減少した場合、
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険
料の全部または一部が減免となる制度があります。
　減免の申請を希望する人は、下記までお問い合わ
せください。
■問い合わせ先
○国民健康保険
　三戸町役場税務課 課税班　☎ 20-1118
○後期高齢者医療制度
　三戸町役場健康推進課 高齢者支援班 ☎ 20-1153
　青森県後期高齢者医療広域連合 ☎ 017-721-3821
○介護保険
　三戸町役場健康推進課 高齢者支援班 ☎ 20-1153

知らせ

三戸町認知症等介護者家族の交流会お

三戸町役場 健康推進課 ☎ 20-1153問

　認知症や高齢者の心身に関しての知識や介護に関
することを身につける場として開催しています。今
回は、介護者が一人で負担を抱え込まないためのポ
イントを分かりやすく説明します。
■日　時　9 月 21 日㈫ 午後 2 時 30 分～午後 3 時 30 分
■場　所　三戸町保健センター集団指導室
■内　容　
　講座：テーマ「ご家族の介護負担を軽減するために」
　体験型講座：握力測定、体力と脳の関係について
　　　　　　　の講話
　講師：ダスキンヘルスレント八戸ステーション
■対象者　介護をしている人、講座に関心のある人
■申込み　9 月 14 日㈫まで

知らせ

道路沿いの樹木、側溝などの
管理・点検をお願いしますお願い

三戸町役場 建設課 ☎ 20-1154問

■道路上にはみ出した樹木などの管理について
　道路沿いの私有地から道路にはみ出した樹木や雑
草などは、道路を通行する車両や歩行者などの支障
になり危険です。日頃から適切に管理くださるよう、
お願いします。
　私有地から道路上にはみ出している樹木などは、
土地の所有者に所有権があるため、緊急時を除き、
町で伐採やせん定することはできません。
　なお、緊急の場合は道路管理者がやむを得ず、所
有者の了解無く支障になっている樹木などを伐採、
撤去する場合もあります。
　また、私有地の樹木などが倒れたりして道路を通
行する車両や歩行者などに損害を与えた場合には、
道路管理者の責任にとどまらず、私有地の所有者も
管理責任を問われる場合もあります。
■作業を行う場合の注意点
○高所での作業は、落下防止対策など安全面での配慮
　をしてください。
○電線や電話線が近くにある場合は、大きな危険を
　伴いますので、事前に管理をしている電力会社また
　は電話会社に連絡してください。
○通行車両・自転車・歩行者の安全確保をしてください。
■道路上に敷設されている側溝などの点検について
　自宅付近の側溝ふたやグレーチングふたなどにつ
いて、特に車両で乗り入れする箇所はズレやガタつ
きが生じやすく、跳ね上がりなどのおそれがありま
す。ズレを手直しするなど、できる範囲でのご協力
をお願いします。
　なお、手直しした後も収まりが悪い場合について
は、役場建設課まで連絡くださるよう、お願いします。
■作業を行う場合の注意点
○作業時は手袋を着用のうえ、指を挟めないよう
　十分注意してください。
○安全確保を徹底し、特に通行車両には注意して
　ください。
○ふたを持ち上げる作業については、大きなけがに
　つながるおそれがありますので、行わないでください。

マイナンバーカードの交付状況お

三戸町役場 住民福祉課 ☎ 20-1151問

三戸町 青森県 全国
交付件数（件） 2,842 385,523 45,070,930
人口（人） 9,533 1,275,783 127,138,033
人口に対する
交付率（％） 29.81 30.22 35.45

※交付件数は、令和 3 年 7 月末現在
※人口は、三 戸 町：令和 3 年 7 月末現在
　　　　　青森県・全国：令和 2 年 1 月 1 日現在

知らせ

「解決の糸口を見つけに行こう !」相談会
信用生協 八戸事務所 ☎ 0120-102-084問

　市と連携して生活再建相談事業を行っている消費
者信用生活協同組合による無料相談会です。専門ス
タッフや弁護士がお金や暮らしに関する悩みなどに
ついて、一緒に解決の糸口を見つけます。
■日　　　時　9 月 25 日㈯ 午前 10 時～午後 4 時
■場　　　所　信用生協 八戸事務所
■対象の相談　①お金の問題（多重債務問題など）
　　　　　　　②遺産相続
　　　　　　　③不動産売買
　　　　　　　④税金など公共料金の滞納
　　　　　　　⑤ DV・離婚問題
　　　　　　　⑥その他暮らしに関する悩み事
■相　談　料　無料（事前の予約が必要です）

相談
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役場・各団体からのお知らせ

傷病者の搬送先病院や予後等の個人情報については、お答
えできませんので、ご理解いただきますようお願いします。

9 月 9 日は「救急の日」消防
三戸消防署　☎ 22-1140問

　「救急の日」および「救急医療週間」は、救急業
務および救急医療に対する国民の正しい理解と認識
を深めることを目的に定められました。
　救急車の出動件数は年々増加傾向にあります。本
当に必要な人が利用できるよう、緊急度判定を支援
する全国版救急受診アプリ「Q 助（きゅうーすけ）」
や「青森県こども医療でんわ相談」を活用し、救急
車の適正利用にご協力ください。
※全国版救急受診アプリ「Ｑ助（きゅうーすけ）」
　急な病気やけがをしたときに、該当する症状等を
　選択していくと、緊急度に応じた必要な対応が示
　されます。
※「青森県こども医療でんわ相談」
　休日・夜間の急な子どもの病気等での対応に困っ
　た際に、受診の目安や家庭での看護の仕方などに
　ついて、小児科医師の支援を受けながら、看護師
　がアドバイスします。
■連絡先　局番なしの「♯ 8000」
　　　　　ダイヤル回線電話、公衆電話からは
　　　　　「017-722-1152」

9月 5日～ 11日は
救急医療週間です9月 9日は救急の日

旧規格消火器の交換について

ごみダイエット大作戦 1,2 のさんのへ !
古着回収を実施しました

お

三戸町役場 住民福祉課 ☎ 20-1151問

　令和 3 年 7 月 26 日㈪から 7 月 30 日㈮まで、三戸
町役場にて古着回収を行ったところ、多くの皆さま
からご協力をいただきました。回収に関わっていた
だいた皆さまにお礼を申し上げます。
　今年度は第 2 弾古着回収の実施も予定しています
ので、今回参加できなかった皆さまも、次回はぜひ
ご参加ください。
■回収結果
　総重量　2,510kg（前回実施時：2,750kg）
※お寄せいただいた古着は海外などで必要とする人
　に古着としてリユース（再利用）されます。

知らせ

6 月のごみ排出量をお知らせします
令和 3 年 6 月 令和 2 年 6 月 増減

排出量（㌧） 275 314 -39
1 人 1 日あたり（㌘） 960 1,071 -111

※小数点以下切り捨て

期間中に回収した古着期間中に回収した古着

相談 青森県司法書士会 ☎ 017-776-8398問
全国一斉 子どものための養育費相談会

■相 談 内 容　養育費に関する相談（予約不要）
■日　　　　時　9 月 25 日㈯　午前 10 時～午後 4 時
■専用電話番号　0120-567-301
■料　　　　金　無料（具体的な手続きが必要な場合
　　　　　　　　は、別途費用がかかります）

親子体操普及員養成講座
青森県医師会 健やか力推進センター

☎ 017-763-5590
問

■日　　時　10 月 23 日㈯ 午前 9 時～午後 4 時 30 分
　　　　　　10 月 24 日㈰ 午前 9 時～午後 3 時
■場　　所　青森公立大学
■内　　容　親子体操の普及と子育て世代や子ども
　　　　　　の健康づくりを目的とした養成講座
■対　　象　親子体操普及に意欲のある人
■定　　員　50 人
■受 講 料　5,000 円
■講　　師　佐藤弘道（元 NHK 体操のお兄さん）
■申込締切　10 月 8 日㈮
■申 込 先　青森県医師会健やか力推進センター
　　　　　　 FAX（017-763-5591）または E メール
　　　　　　（aomed-sukoyaka@circus.ocn.ne.jp）
※詳しくは、ホームページをご覧ください。

募集

第 67 回三戸町民大運動会
中止のお知らせ

三戸町中央公民館  ☎ 22-2186問

　9 月 26 日に予定していた「第 67 回三戸町民大運
動会」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止
ならびに町民の皆さまの安全確保を第一に考え、中止
とすることといたしました。例年、町民大運動会を楽
しみにしている皆さまには、大変申し訳ございません
が、ご理解を賜りますようお願いいたします。

お知らせ

　消火器の設置が義務付けられている事業所など
で、既に型式が失効している旧規格消火器（適応火
災のマークが「イラスト」ではなく、「文字表示」
のもの）を設置できるのは令和 3 年 12 月 31 日ま
でです。令和４年１月１日以降は、旧規格消火器の
設置は認められませんので、新規格消火器への計画
的な交換をお願いします。
　消火器は、火災時の初期消火において非常に有効
なものですが、老朽化した消火器を使用した際に破
裂し、負傷する事故が全国で相次いで発生しており、
平成 23 年には死者も出ています。同様の事故を起
こさないためにも、適切な維持管理を心掛けましょ
う。住宅用消火器に交換義務はありませんが、有効
使用期間内での交換をおすすめします。
　また、消火器の設置状況などの調査のため、令和
３年末までの間に必要に応じて事業所などへ消防職
員が連絡や訪問をしますが、消火器を販売したり、
販売業者をあっせんすることはありませんので注意
してください。
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役場・各団体からのお知らせ

以下は、有料広告です。

※町では、財源確保などのため広告を掲載しています。なお、掲載する広告は、三戸町が推奨するものではなく、広
　告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。
※広告掲載の申込みなどについては、三戸町役場まちづくり推進課まで　☎ 20-1117

相談 三戸警察署 ☎ 22-1135問
9 月 11 日は「警察相談の日」

　警察では、事件・事故の被害防止のための相談や、
安全を守るための相談に応じています。どうしたら
よいか悩んだ時は、相談窓口をご利用ください。
■警察本部　警察安全相談室
　♯ 9110　または　017-735-9110
■三戸警察署　警察安全相談窓口
　0179-22-1135
■配偶者からの暴力、ストーカーなどの相談
　017-723-4211
■性犯罪被害 110 番　
　0120-89-7834
■ヤングテレホン警察本部少年女性安全課
　0120-58-7867
■暴力団の相談電話（青森県暴力追放県民センター）
　017-723-8930

ふるさと納税返礼品提供事業者を
募集します

三戸町役場 まちづくり推進課 ☎ 20-1117問

　ふるさと納税の返礼品として、三戸町産「リンゴ」
を提供いただける事業者を募集します。
■対象事業者
①町内に事業所がある法人、団体または個人事業者
②生産・製造・販売に関する法令などの関係法令を
　順守していること
③町税や保険料などの滞納がないこと
④代表者と従業員らが暴力団員による不当な行為の
　防止などに関する法律に掲げる暴力団の構成員で
　ないこと
■募集する返礼品
　リンゴ（現在取り扱い予定の品種などは以下のとおり）
　※贈答用として発送可能な品質のものに限ります。

取り扱い品種 発送時期の目安
サンふじ（14 － 18 玉） 11 月 20 日頃～ 12 月 25 日
つがる（14 － 20 玉） 9 月 1 日頃～ 9 月 30 日頃
紅玉（20 － 28 玉） 10 月 10 日頃～ 10 月 31 日頃
シナノスイート（14－18玉）10 月 10 日頃～ 11 月 10 日頃
もりのかがやき（12－16玉）10 月 10 日頃～ 10 月 31 日頃
ぐんま名月（12 － 16 玉） 11 月 10 日頃～ 12 月 25 日
はるか（8 － 12 玉）
蜜センサー選別品 12 月 1 日頃～ 12 月 25 日

訳ありはるか【サビ過多】
（8 － 12 玉）蜜センサー選別品 12 月 1 日頃～ 12 月 25 日

青林（18 － 20 玉） 12 月 10 日頃～ 12 月 25 日
サンふじ＆王林セット

（14 － 18 玉） 12 月 1 日頃～ 12 月 25 日

サンふじ＆星の金貨セット
（14 － 20 玉） 11 月 10 日頃～ 12 月 25 日

サンふじ＆王林＆シナノ
ゴールドセット（14－18玉）12 月 1 日頃～ 12 月 25 日

　提供をお考えの人は、まちづくり推進課までお問
い合わせください。また、その他の品種の取り扱い
など、ご要望がございましたら、随時ご相談ください。
※ふるさと納税の申込み状況により、提供可能数量に
　満たない発注となる場合がございます。

募集

問
合
せ
先

三戸町シルバー人材センター
（公社）青森県シルバー人材センター連合会

三戸町大字在府小路町 17 総合福祉
センター「ふくじゅそう」内
青森市中央 1 丁目 25-3
青森共栄火災ビル 4 階

☎：0179-22-0262

☎：017-732-5757

できること、きっとあるはず。

また、 就職面接会開催のお知らせお

八戸職業安定所 ☎ 0178-22-8609問

　ハローワーク八戸では、就職を目指す障がい者を対
象とした「就職面接会」を開催します。就職を希望し
ている皆さまは、ぜひこの機会にご参加ください。
■日　　時　10 月 11 日㈪「面接会 1 日目」
　　　　　　10 月 12 日㈫「面接会 2 日目」
　　　　　　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
■場　　所　八戸プラザホテル 1 階「ブリリアント」
■申込期間　9 月 24 日㈮まで

知ら
せ

法定相続情報証明制度お

青森地方法務局八戸支局 ☎ 0178-24-3346問
知らせ

　「法定相続情報証明制度」は戸籍謄本などの書類を
もとに、法務局が「法定相続情報一覧図の写し」を無
料で交付するものです。
　必要な書類など、詳しくはお問い合わせいただく
か、法務局のホームページをご覧ください。
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役場・各団体からのお知らせ
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アナログ回線に戻すはずが…
▶大手通信会社のサポートセンターを名乗る事
　業者から「電話を光回線からアナログ回線に
　戻さないか」と電話があった。今は誰もイン
　ターネットを使っていないので契約した。
▶しかしその後、毎月サポート料金として約 3 千
　円引き落とされていることがわかり、確認す
　ると 1 年縛りでサポート契約していた。
▶解約を申し出ると、今解約するとキャンセル
　料が発生すると言われた。
＜ひとこと助言＞
☆勧誘を受けた際は、費用やサービス内容、解約
　条件などをよく確認し、必要ないと思ったら
　断りましょう。
☆光回線をアナログ回線に戻す場合は、現在の
　契約先や回線事業者に問い合わせましょう。

消費者ホットライン☎188（局番なし）
お近くの消費生活センターにつながります。

三 戸 町 相 談 窓 口 紹 介 ネ ッ ト ワ ー ク
三戸町役場まちづくり推進課　☎ 20-1117

寄附者からのメッセージ

全国の皆さま、応援ありがとうございます !

ふるさと納税

「ふるさとチョイス三戸町ページ」で、
寄附者の皆さんからのメッセージを
たくさん紹介しております。

◆　11 ぴきのねこが大好きで、先日念願叶い、三戸
　町に伺いました。町のあちこちにねこがいて、感動
　しました。大変かとは思いますがもっともっと頑
　張っていただきたいと思い、少しばかりですが寄附
　をさせていただきます。応援しております !（東京都）
◆　高齢化が進んで大変だと思いますが、全国には
　知恵を絞って頑張っている地域もあります。町長
　が主導して頑張ってください。これからも応援し
　ます。　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

検索ふるさとチョイス　三戸町

法の日司法書士無料法律電話相談会
青森県司法書士会 ☎ 017-776-8398問

　10 月 1 日は「法の日」です。日常生活での困りご
とや法律上の悩みについて、司法書士が無料で相談
に応じます。お気軽にお電話ください。
■日　　　　時　10 月 2 日㈯午前 10 時～午後 3 時
■専用電話番号　017-752-0440
■相 　 談 　 料　無料（具体的な手続きが必要な場合
　　　　　　　　は、別途費用がかかります）
■主　　　　催　青森県司法書士会
■相 談 内 容　相続・登記・成年後見・多重債務・
　　　　　　　　裁判所提出書類作成など
■相 談 予 約　
○相続登記や遺言に関する相談
　青森県司法書士会相続登記・遺言相談センター
　☎ 0120-760-230

相談

　不動産取得税は、家屋を新築、増改築したときや、
土地や家屋を売買、贈与、交換などで取得したときに、
取得者に一度だけ課税される県の税金です。
　税額は、原則として、市町村の固定資産課税台帳
価格に税率を乗じた額です。
　税率は、住宅及び土地の場合は 3％、住宅以外の
家屋の場合は 4％です。
※詳しくは、県ホームページをご覧になるかお問い
　合わせください。

不動産取得税について税金 三八地域県民局 県税部 課税第二課 
☎ 0178-27-5111（内線：209）

問

補修工事のお知らせお

三戸地区衛生センター ☎ 0178-75-1449問
知らせ

　三戸地区衛生センター（し尿処理施設）補修工事の
ため、令和 3 年 9 月 18 日㈯から令和 3 年 9 月 26 日
㈰まで三戸地区衛生センターへのし尿搬入受入を停
止します。9 月 27 日㈪から通常どおりとなります。
　ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよ
ろしくお願いいたします。

借金に関する相談窓口
東北財務局青森財務事務所 理財課 

☎ 017-722-1463
問

　相談員が借金の状況などを聞き、必要に応じて、
弁護士などに引き継ぎを行います。一人で悩まず、
ご相談ください。秘密厳守・無料です。
■受 付 日 時　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　　　午前 8 時 30 分～正午
　　　　　　　　午後 1 時～午後 4 時 30 分
■相談専用電話　017-774-6488

相談


